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１　目的
東松島市地域公共交通網形成計画（平成２９年１１月策定）に基づき策定した東松島市地域公共交通再編実施計画（平成３０年１２月策定）により、東松島市及び関係者で組織する東松島市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）は、デマンド型乗合タクシー「らくらく号」（以下「らくらく号」という。）を運行し、公共交通空白・不便地域への対応とマイカー等を持たない者の交通移動制約を解消するとともに、地域活性化及び市民の福祉向上により、安全で生活しやすく、交流人口の拡大にもつながるまちづくりをめざしているものです。
このことから、協議会では、らくらく号の運営に関する業務の一部を東松島市商工会（以下「商工会」という。）に委託することにより、円滑な事業の実施を図っているところであり、この度商工会の再委託先としてらくらく号の車両を運行する業者を選定するものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　プロポーザルの方法
[bookmark: _Hlk513644681]　「令和８年度東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る簡易公募型プロポーザル実施要領」（本書）及び「令和８年度東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託特記仕様書」に基づき提案書を徴し、提案された内容と仕様書の適合性、業務実績等を総合的に評価した上で事業者を選定します。

３　プロポーザルの執行者
　東松島市地域公共交通活性化協議会　会長　八木 哲也

４　業務概要
（1） 業務名：令和８年度東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託
[bookmark: _GoBack]（2） 業務内容：別紙「令和８年度東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託特記仕様書」（以下「特記仕様書」という。）による。
（3） 業務期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。
（4） 委託単価：別添のとおり（消費税及び地方消費税を含む）
（5） 委託限度額：５６,３８４,３００円（消費税相当額を含む）
※１　この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、事業の最大規模を示すもの。
※２　車両貸切料、乗車人員加算、走行距離加算の単価については、受託候補者と商工会の協議により決定する。

５　プロポーザル参加資格要件
　プロポーザルに参加を希望できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げた事項を満たす者でなければならない。
（1） 東松島市内に本社・本店を有するタクシー事業者又は当該事業者が有限責任事業組合契約に関する法律第３条の規定に基づき有限責任事業組合契約を締結し組織した組合等であること。
（2） 参加表明書等の提出時において、準拠する地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
（3）下記の法律の規定により申立て等がなされていないこと。ただし、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受け、その結果の通知を受けた場合を除く。
ア　会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て又は同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法施行による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申立て
イ　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て又は平成12年3月31日以前に、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる和議事件に係る同法施行による廃止前の和議法（大正11年法律第72号）第12条第1項の規定による和議開始の申立て
ウ　破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立て又は同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法（大正11年法律第71号）第132条又は第133条の規定による破産申立て
エ　清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成17年法律第86号）第511条に基づく特別清算の申立て
（5） 公告を行う日から受託決定の日までの期間において、国、都道府県及び建設工事指名停止要領及び物品調達等指名停止要領第2条第1項の規定による入札参加資格制限を受けていないこと。
（6） 警察当局から、各都道府県知事に対して、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、公共事業からの排除要請があり、当該状態が継続していないこと。

６　担当
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1
東松島市地域公共交通活性化協議会事務局
（東松島市復興政策部復興政策課地方創生・基地対策係）　大丸
TEL　　(0225)82-1111　(内線)1236　　FAX　　(0225)82-8143　　
E-mail　kikaku@city.higashimatsushima.miyagi.jp

７　スケジュール
スケジュールは次のとおりとする。
	件　　名
	期　　限　　等

	公募案内の公表
	令和8年3月4日（水）から3月10日（火）まで

	参加申込書等受付期間
	令和8年3月4日（水）から3月10日（火）午後4時必着

	質問書提出日
	令和8年3月4日（水）から3月13日（金）午前11時まで

	最終質問回答日
	令和8年3月13日（金）

	参加資格の審査結果通知
	令和8年3月11日（水）

	参加資格者の書類提出期間
	令和8年3月17日（火）午後4時必着

	参加資格者の書類審査日
	令和8年3月18日（水）（予定）

	参加資格者の審査結果通知
	令和8年3月23日（月）（予定）

	受託候補者と商工会の契約締結
	担当課から連絡



８　実施要領等の配布
（1） 配布期間
　　　令和８年３月４日（水）～令和８年３月１０日（火）
（2） 配布場所
　　　東松島市ホームページ内
（3） 説明会
実施しない。

９　参加申込書等
　　本企画提案に参加を希望する者は、次の「１０（2）提出書類」を期限までに提出すること。
　　参加申込を行った者に対しては、参加審査終了後、次により参加資格審査結果通知書を交付する。
　　なお、提出期間内に参加申込書等を提出しない者又は審査の結果、参加資格がないと認められた者は、本企画提案に参加することができない。
※業務実績調書（様式第５号）について
　業務名、委託者、契約金額、履行期間、業務概要を記載し、その契約書の写しを添付すること。記載する業務実績は、最大３件とし、類似業務業績も可とする。

１０　参加申込書等の提出期限
（1） 参加申込書等の提出期限
　　　令和８年３月１０日（火）（午後４時必着）
（2） 提出書類
参加申込書（様式第１号）、会社概要書（様式第２号）及び業務実績書（様式第５号）を提出期限までに１部提出すること。
（3） 提出先及び提出方法
　　　「６　担当」まで持参又は郵送（書留郵便で提出期限必着）すること。
（4） 参加資格審査結果の通知
参加資格審査終了後、令和８年３月１１日（水）に参加資格確認通知書（様式第3号）
を郵送する。
（5） 参加資格の喪失
参加資格審査結果通知後において、通知を受けた者が次のいずれかに該当するときには、本
企画提案に参加することができないこととする。
　　ア　前記の資格要件を満たさなくなったとき
　　イ　参加申込書等に虚偽の記載をしたとき
１１　質問及び回答
本企画提案に関する質問は、次により行うこと。ただし、「５　プロポーザル参加資格要件」を満たしている者のみを対象者とする。
（1） 質問の方法
ア ＦＡＸ又は電子メールにより質問書を提出すること（着信を確認すること。）。
イ 電話や他の方法による質問は一切受け付けない。
ウ 質問書（様式第４号）に従い作成し、質問箇所及び内容をわかりやすく記載すること。
エ ＦＡＸ又は電子メールの送付先：「６　担当」参照
（2） 質問書の受付期間
令和８年３月４日（水）午前９時から
令和８年３月１３日（金）午前１１時まで（時間厳守）
ただし、質問の受付はプロポーザル参加申込を完了した者のみからのものとする。
（3） 回答方法
参加資格要件を満たしている者からの質問に対しては、東松島市ホームページ内で公表回答
する。なお、最終回答日は、令和８年３月１３日（金）とする。

１２　参加資格者の書類の受付
参加資格審査を通過した者のみが該当とし、書類等は次により提出すること。
（1） 提出期限
令和８年３月１７日（火）午後４時まで（時間厳守）
（2） 提出物
  ア　提案書、
1 執行体制（Ａ４縦２ページ以内／様式自由）
本業務に従事する運転手及び使用する車両の関連業務の実績・経験を記入すること。
2 業務遂行に関する考え方（Ａ４縦４ページ以内／様式自由・図面等の添付可）
本業務を受注した際の業務遂行に対する考え方、姿勢、安全管理、リスク管理など自由に記載すること。
3 見積金額（Ａ４／任意様式）
予算上限額（消費税含む）以内で、業務委託料見積金額（消費税及び地方消費税分を除く金額）を記載してください（後日、見積金額の積算内訳の提出を求める可能性があります。）
※上記①～③を提出すること。
（3） 提出部数
書類・提案書等　８部
（4） 提出先及び提出方法
「６　担当」まで持参又は郵送（書留郵便で提出期限必着）すること。
（5） その他
提出期限後の企画提案書の追加・修正・差し替えは一切認めない。ただし、審査に必要と認められる場合には、協議会から資料の追加提出を求めることがある。

１３　書類・提案書等の審査方法　
提案内容の評価
参加資格を有する提案者からの提案書を東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託業者選定委員会（以下「委員会」という。）において、企画提案評価基準（別表）を基に公平かつ客観的に評価する。

１４　受託候補者の決定
受託候補者は、次により決定する。
（1） 委員会において、得点上位の提案者から順位付けをし、第１位の者を受託候補者とする。なお、同点の場合は委員の多数決により受託候補者とする。
（2） 選定結果については、自己の結果のみを各提案者に書面で通知する。受託候補者に選定された事業者に対し、選定結果通知書（様式第6号）、選定されなかった事業者に対しては、非選定結果通知書（様式第７号）により通知する。
（3） 審査内容及び選定結果に対する問合せには、応じないものとする。また、審査結果に対する異議申立ても受け付けないものとする。
[その他]
本審査手順に記載のない事象が発生した場合は、選定委員の協議を経て選定委員長が決す。

１５ プロポーザルの瑕疵
参加申込者の手続及び提出書類に瑕疵があることが判明した場合には、委員会で審査を行い、瑕疵が重大又は悪質であり、公平性、公正性を著しく損なうおそれがあると認められた場合は、プロポーザルに係る決定事項を取り消すことができる。

１６　契約に関する事項
　　本企画提案の契約については、次により行う。
（1） 委員会において決定された受託候補者を優先交渉権者とする。
（2） 契約書の提出
受託候補者となったものは、商工会と支払い条件等を協議の上、契約書を作成し、商工会に対し速やかに契約書を提出すること。
この契約書の取り交わしをもって、上記履行期間におけるらくらく号の車両を運行する受託者とするもの。
（3） 支払条件
ア 前金払は行わない。
イ 支払方法は、商工会と受託者との協議の上、決定し契約書に明記する。
ウ 支払いは、契約書に基づいて支払う。
（4） その他契約に関する事項
契約時における仕様書は、別紙特記仕様書に記載されている事項を基本とするが、商工会と受託者との協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。

１７　無効となる企画提案等
（1） 企画提案書作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
（2） 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されてないもの
（3） 企画提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
（4） 虚偽の内容が記載されているもの
（5） 委員会に直接、間接を問わず連絡を求めた場合
（6） その他、審査の公平さに影響を与える行為があった場合

１８ その他の留意事項
（1） プロポーザルに参加する費用等は、すべて参加業者の負担とする。
（2） 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に基づくものとする。
（3） 企画提案書の提出後において、原則として企画提案書に記載されたいかなる内容の変更も　認めない。ただし、やむを得ない理由により修正又は変更が生じた場合で、協議会が承諾したものについてはこの限りでない。
（4） 企画提案の提出を辞退する場合は、「６　担当」宛てに、参加辞退届（様式第８号）を提出すること。
（5） 提出書類の著作権等の取扱いについては、提出書類に含まれる著作物の著作権は提案者に　　帰属する。ただし、協議会が本案件のプロポーザルに関する報告等のために必要な場合は、参加事業者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
（6） 提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のため、業務の具体的な実施方針について、資料の提出を求めることがある。
（7） 提出書類の取扱いは、次のとおり。
・提出された書類は一切返却しない。
・本案件に係る情報公開請求があった場合は、準拠する東松島市情報公開条例（平成１７年東松島市条例第８号）に基づき、提出書類を公開することがある。
（8） 本プロポーザルは、地方自治法及び同法施行令、東松島市が定める条例等各種法令に準拠して行うものとする。

別表
令和８年度東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る
事業者選定評価基準
○評価点
　東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託業者選定委員会（以下｢委員会｣という。）は、表１の区分ごとの各評価項目について、参加資格者の企画提案書の内容を審査し、表２のランクを決定する。
表１の区分ごとの各評価項目の配点に、表２のランクごとの評価係数を乗じて、各評価項目の得点を算出したものを参加事業者の評価点（満点は１００点）とする。
表１
	区分
	評価項目
	配点

	1 業務実績
	成果の確実性
	同種、類似業務の実績
	10

	
	
	配置運転手の実績
	10

	2 業務遂行能力
	業務体制
	車両の配置・運行体制
	15

	
	
	安全管理
	15

	
	
	利用者満足度向上に向けた取組
	10

	
	業務に対する考え方
	目的、条件、内容の理解度
	15

	
	
	業務の持続可能性
	15

	合計
	90


表２
	ランク
	評価
	評価係数

	Ａ
	特に優秀である/高度な能力を有している/十分な実績がある
	1.0

	Ｂ
	優れている/十分な能力を有している/実績がある
	0.8

	Ｃ
	平均的・普通である/平均的な能力である
	0.6

	Ｄ
	物足りない/若干劣る能力である
	0.4

	Ｅ
	不安・不満である/能力が劣る
	0.2

	Ｆ
	記載なし/実績なし
	0.0


表３
	区分
	価格点

	最低価格提示者
	10

	最低価格提示者以外の者
	最低価格提示額／当該業者の見積額×配点(10点)
※小数点以下切り捨て


○評価
（１）評価点が高い順に、第1位の者を最優秀提案者に、第2位の者を次点の者に選定する。
第1位、第2位の者が複数あったときは、委員会の各委員（委員長を含む。）による投票
で上位者を決定する。
　　投票により決しないときは、委員長がこれを決す。
（２）評価合計平均（満点１００点）が７０％に満たない提案者は失格とする。


様式第１号
　年　　月　　日


東松島市地域公共交通活性化協議会長　様

申請者住所
電話番号
商号又は名称
代表者　　　　　　　　　　　　　　㊞

プロポーザル方式参加申込書

　　年　　月　　日付で公告のありました下記業務に係るプロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
なお、本申込書及び添付の書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。

記

１　業務名　　令和８年度東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託

２　連絡先
住　　　所
商号又は名称
所属部署等
担当者氏名
電話　
FAX
E-mail

３　誓約及び同意
　私（本事業者）は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しないものであることを誓約し、このことを証明するために東松島市地域公共交通活性化協議会が自治体、裁判所、警察その他関係団体に対し、照会することに同意します。



様式第２号

　
会　社　概　要　書

	
商号又は名称

	

	
所在地

	

	
代表者

	
	
創立年
	

	
資本金

	
千円
	
従業員数
	

	
ドライバー数

	
	
車両数

	

	

支店等の拠点


	

	

その他


	


※使用予定車両の車検証を添付すること。
※配置予定ドライバーの免許証を添付すること。
※会社のパンフレット等、会社の概要がわかるものがあれば添付すること。


様式第３号

プロポーザル方式参加資格確認通知書


　年　　月　　日

申請者住所
商号又は名称
代表者氏名

東松島市地域公共交通活性化協議会　会長　八木 哲也　　印

先に申し込みのありました下記業務に係る参加資格の確認結果については、下記のとおりとなったので、通知します。

記

	業務名
	令和８年度　東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託

	参加資格者としての選考結果及びその理由
	　通過しました・今回はご縁がありませんでした

	
	参加資格がないと認めた理由






様式第４号

質　問　書

　年　　月　　日

東松島市地域公共交通活性化協議会長　様

住　　　所
商号又は名称
所属部署等
担当者氏名
電話　
E-mail

	業務名　　令和８年度　東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託

	質問事項
	回答

	

















	




様式第５号
業　務　実　績　書

	①
	契約件名
	

	
	業務概要
	




	
	発注者
	

	履行場所
	

	
	契約金額
	円

	
	履行期間
	年　　月　　日　～　　年　　月　　日



	②
	契約件名
	


	
	業務概要
	




	
	発注者
	

	履行場所
	

	
	契約金額
	円

	
	履行期間
	年　　月　　日　～　　年　　月　　日



	③
	契約件名
	


	
	業務概要
	




	
	発注者
	

	履行場所
	

	
	契約金額
	円

	
	履行期間
	年　　月　　日　～　　年　　月　　日




様式第６号

プロポーザル方式選定結果通知書


　年　　月　　日

申請者住所
商号又は名称
代表者氏名


東松島市地域公共交通活性化協議会　会長　八木 哲也　　印


この度、東松島市地域公共交通活性化協議会が実施した令和８年度　東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る公募型プロポーザルにおいて、各参加申込者の業務提案書等を厳正に審査した結果、御社の業務提案が総合的に最も優れていると評価されました。
　この審査結果に基づき、御社を受託候補者として決定いたします。
　なお、今後の予定については、後日改めて連絡します。
 

様式第７号

プロポーザル方式非選定結果通知


　年　　月　　日

申請者住所
商号又は名称
代表者氏名


東松島市地域公共交通活性化協議会　会長　八木 哲也　　印

　この度、東松島市地域公共交通活性化協議会が実施した令和８年度　東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る公募型プロポーザルにおいて、各参加申込者の業務提案書等を厳正に審査した結果、下記の事業者を受託候補者として選定しましたので通知しますとともに、プロポーザルへ参加頂きましたことに厚く御礼申し上げます。

記

１　受託候補者と決定された事業者


様式第８号

　年　　月　　日


東松島市地域公共交通活性化協議会長　様

申請者住所
電話番号
商号又は名称
代表者　　　　　　　　　　　　　　㊞

プロポーザル方式参加辞退届

　　年　　月　　日付で申し込みました下記業務に係るプロポーザルへの参加を辞退したいので、届け出ます。
　なお、貸与された資料がある場合には、速やかに所定の方法により貴市に返還いたします。

記

１　業務名　　　令和８年度　東松島市デマンド型乗合タクシー運行業務委託

２　連絡先
住　　　所
商号又は名称
所属部署等
担当者氏名
電話
FAX
E-mail
1

